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鹿児島県における畜産環境対策の現状と取組みについて 

鹿児島県 農政部 畜産課 

技術主幹 兼 耕畜連携飼料対策係長 

町田 克郎 

１．地理的特性 

   鹿児島県は、九州南部に位置し、総

面積は全国で 10 位の 9,166.58km２を有

しており、本土側の薩摩・大隅地方と離

島である種子島・屋久島及び奄美群島な

ど 200 有余の島々から構成されていま

す。多くの離島が本県総面積の約 27％

を占めており、海岸線は全国で 3 位の

2,643km に及んでいます。 

本県中央部は、南北を霧島火山帯が縦

断し、北部の霧島から南海のトカラ列島

まで 11 の活火山が分布し、豊富な温泉

にも恵まれています。また、県下のほと

んどの地域には火山噴出物であるシラ

ス層が分布しています。 

  本県の気候は、温帯から亜熱帯気候に

区分され、一年を通して温暖ですが、冬

は大陸から寒気の影響を受けやすく、厳

しい寒さが続くこともあります。 

２．「食と農の先進県」を目指す 

鹿児島 

本県は、一年を通じて温暖な気候を生

かして、畜産、さつまいもやばれいしょ

等の根菜類、お茶やさとうきび等の工芸

作物など、特徴ある農作物の生産が展開

されています。しかし、地力が低い火山

灰性土壌の分布や台風等による気象災

害の頻発、大消費地から遠い等、不利な

条件も多く有しています。 

 このため、土壌改良や農業用施設の整

備等を進めながら、消費者ニーズに対応

した「かごしまブランド」産地の育成を

図るとともに、食品加工業との連携を強

めた「食と農の先進県」を目指していま

す。 

表１ 全国における鹿児島県農業の地位 
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図１ 平成 24年 鹿児島県の農業（部門別）産出額 

３．鹿児島県の農業 

  本県の総農家数(平成 22年)は 78,102

戸で、総世帯数 729,330 戸の 11％を占

めています（表 1）。また、農家人口（販

売農家のみ）は 128,006 人で、県内総人

口（平成 22年：1,706,242 人）の 7.5％

を占めており、全国（5.4％）の中でも

農家人口率が高く、農業は本県の基幹産

業といえます。 

  平成 24 年の本県の農業産出額は

4,054 億円（対前年比 99.6％）と全国 4

位で、県内総生産額（平成 22 年度 5 兆

1,769 億円）に占める割合は、約 8％と

なっています（図１）。 

４．鹿児島県の畜産 

 畜産部門の産出額（平成 24 年）は、

農業産出額の約6割の2,347億円であり、

その内訳は肉用牛が 34％（788 億円）、

豚が 29％（676億円）、ブロイラーが 22％
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（523 億円）、鶏卵が 10％（241 億円）、

乳用牛が 4％（97 億円）となっており、

県内総生産額(平成 22 年)に対する畜産

部門産出額の割合は、約 5％を占めてい

ます（図１）。 

  また、平成 25 年の家畜の飼養頭羽数

は、乳牛 16.6 千頭（全国 13 位）、肉用

牛（肉用種）343 千頭（全国 1 位）、豚

1,372 千頭（全国 1 位）、採卵鶏 9,539

千羽（全国 3位）、ブロイラー26,167 千

羽（全国 2位）であり、国内でも有数の

畜産県となっています（表２）。なお、

近年の飼料価格の高騰が畜産経営に大

きく影響を及ぼしていますので、自給飼

料の確保対策を重点的に進めています。

表２ 平成 25年 家畜飼養頭数（上位 5県） 

５．鹿児島県の畜産環境対策 

 （１） 家畜排せつ物の処理状況

 上述のとおり、国内有数の畜産県であ

る当県では、それだけ多くの家畜排せつ

物が発生します。家畜排せつ物法が制定

された平成 11 年度は、家畜排せつ物発

生量が年間 5,711 千トン、うち 40％が

堆肥化・液肥化による農業仕向け、19％

が浄化処理等による処理、生利用が41％

であり、生利用の低減が畜産環境対策の

課題でした（適正処理仕向量率 59％）。 

そこで、本県では国の施策等を有効に

活用し、農家段階での堆肥舎及び浄化処

理施設等の整備をはじめ、地域段階での

集合処理施設の整備を図ってきました。

その結果、平成 24 年度の処理状況は（図

２）、発生量が年間 5,904 千トン、この

うち 63％の 3,720 千トンが堆肥化・液

肥化による農業利用仕向け、26％の

1,538 千トンが浄化・炭化・焼却等によ

る処理となっており、生利用は 11％程

度に低減されています（適正処理仕向量
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率 89％）。 

（２）畜産環境対策の実施状況 

 平成 11 年度時点の家畜排せつ物の処

理状況は、生利用が41％を占めており、

適正な処理が図られているとは言い難

い状況でした。そこで、本県では、畜産

環境整備リース事業等を活用して、農家

段階において家畜排せつ物の適正な管

理を図るための施設整備を推進してき

ました。また、畜産環境総合整備事業や

バイオマス利活用関連の補助事業等を

活用し、地域の拠点となる集合処理施設

の整備も併せて推進してきました。 

  その結果、上述したように、平成 24

年度の適正処理仕向量率は 89％となっ

ており、さらに家畜排せつ物法の管理基

準適用農家すべてが管理基準に対応で

きています。 

 なお、今後は、農家の高齢化等に伴っ

て家畜排せつ物の管理・利用に要する労

力不足や畜産経営の専業化による還元

用地の確保等、適正な管理等に係る問題

が顕在化することが想定されますので、

地域の集合処理施設の機能強化や耕種

農家との連携等を一層推進していく必

要があると考えています。 

図２ 鹿児島県内における家畜排せつ物の利用状況（平成 24 年度）（単位：千トン） 

（３）苦情の発生状況 

 畜産経営に起因する苦情の発生件数

は、畜産環境対策の推進により、家畜排

せつ物の適正な管理・利用が図られてき

たことから、平成 15～18 年頃をピーク

に減少しています。特に、水質汚濁や悪

臭については、苦情件数がピーク時と比

較すると減少していますが、依然として
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苦情発生の主因となっていることから、

苦情源の抜本的な改善に向けて、関係機

関等と連携し、対象農家の指導を徹底す

ることにしています。 

（４）鹿児島県における家畜排せつ物利

用の促進を図るための計画 

 近年、畜産経営が大規模化し、一部地

域への偏在が顕著となった結果、生産し

た堆肥をいかに有効に活用していくか

が、課題となっていました。そこで、耕

畜連携の強化やニーズに即した堆肥づ

くり等の取組を実施して、一層の家畜排

せつ物の利用の促進を図るため、新たに

「鹿児島県における家畜排せつ物の利

用の促進を図るための計画」を、平成

24 年 3 月に策定しました。 

＜計画の概要＞ 

１．家畜排せつ物の利用の目標 

 平成 27年度を目標年度として次の取組を

実施。 

（１）耕畜連携の強化 

 ア 地域における堆肥の需給情報の収

集・整理及びネットワーク化の推進 

 イ 堆肥散布受託組織（コントラクター）

の育成及び集落営農組織の活用 

（２）ニーズに即した堆肥づくり 

 ア 県良質堆肥生産利用推進協議会によ

る良質堆肥の生産技術の普及・啓発 

 イ 耕種農家等のニーズ（肥料効果、腐

熟度、需要時期、価格、取扱性等）

の的確な把握及び堆肥生産技術の向

上と安定供給 

 ウ 県、市町村、農業関係団体等による

必要な情報の提供 

（３）家畜排せつ物のエネルギーとしての

利用等の推進 

 家畜排せつ物がその需要量を超えて過剰

に発生している地域等においては、炭化・

焼却やメタン発酵等の高度利用施設の導入

の促進 

○目標年度における家畜排せつ物排出量の

予測及び利用量の目標は次のとおり 

家畜排せつ物排出量及び利用量 

（平成22年度）→（平成27年度） 

■総 排 出 量 6,008 千 t → 6,214 千 t 

■農 業 利 用 量 4,520 千 t → 4,676 千 t 

■生 利 用 量 率   11.4％ → 3.6％ 

■適正処理仕向量率   88.3％ → 96.0％ 

２．整備を行う処理高度化施設の内容その

他の処理高度化施設の整備に関する目

標 

 地域の実情に応じて家畜排せつ物の処理

の集約化や処理機能の高度化を図り、攪拌

装置等を備えた大型の堆肥化施設、家畜排

せつ物のエネルギー利用施設等の導入を促

進する。 

３．家畜排せつ物の利用の促進に関する技

術の研修の実施、その他の技術の向上に

関する事項 

 県農業開発総合センターにおける技術開

発及び家畜保健衛生所や地域振興局・支庁、

市町村、農業関係団体等の指導体制の整備、

畜産農家及び耕種農家の技術取得に努める。 

４．その他家畜排せつ物の利用の促進に関

し必要な事項 

 耕畜連携の強化による資源循環型畜産の

推進や、畜産体験学習や学校給食への供給

等の積極的な推進による消費者等への理解

の醸成を図る。 
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（５）鹿児島県堆肥コンクールの実施 

 県内では、平成 14 年度より堆肥コン

クールを実施しており、平成 25 年度で

11 回目を迎えました（写真）。牛ふん部

門、豚ぷん部門、鶏ふん部門、混合部門

の 4部門について、臭気審査、形状審査、

色相審査を行い、優秀堆肥を表彰するこ

とで、堆肥生産施設における生産技術の

向上や耕種農家等利用者のニーズに即

した良質の堆肥づくりを促進し、堆肥に

よる土づくりを基本とした環境と調和

した農業の推進に資しています。 

写真 堆肥コンクールの審査 

６．おわりに 

 本県畜産の将来にわたる健全な発展

を促進するには、引き続き家畜排せつ物

の適正な管理・利用を図るとともに、畜

産経営に起因する苦情等に適切に対応

していくことが重要です。 

  本県としては、畜産農家、耕種農家、

市町村、農業関係の機関・団体等と連携

をとりながら、地域環境と調和した畜産

経営の実現を図ることとしています。 


